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       令和２年第４回甲賀市教育委員会（臨時会）会議録  

 

開催日時    令和２年３月６日（金） 

        午前８時４５分から午前９時４５分 

 

開催場所    甲賀市役所 ４階 教育委員会室 

 

出席委員    教育長      山下 由行 

        教育長職務代理者 松山 顕子 

        委 員      野口 喜代美 

        委 員      山𦚰 秀錬 

        委 員      藤田 浩二 

         

事務局出席者  教育部長               平尾 忠浩 

        理事（管理担当）           平井 茂治 

次長（管理担当）            西出 幸司 

次長（学校教育担当）          井用 重喜 

次長（社会教育・歴史文化財担当）     奥田 邦彦 

教育総務課長                         伴  統子 

教育総務課総務企画係長               菊田 初美 

書記      教育総務課長補佐           中井 さおり 
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議決・報告事項は次のとおりである。 

１．協議事項 

（１）議案第１０号 令和２年度甲賀市立学校管理教職員人事の内申について 

（２）議案第１１号 臨時代理につき承認を求めることについて（臨時代理第４ 

号 大原学区幼保・小中学校再編検討協議会委員の解嘱に 

ついて）  

（３）議案第１２号 臨時代理につき承認を求めることについて（臨時代理第５ 

号 大原学区幼保・小中学校再編検討協議会委員の委嘱に 

ついて）  

 

２．その他、連絡事項など 

（１）新型コロナウイルス感染症への対応について 

 （２）令和２年度組織・機構の改編について 

（３）甲賀市西部学校給食センター開所式について 

 

 

◎教育委員会会議 

   〔開会 午前８時４５分〕 

 

管理担当次長 ただ今から、令和２年第４回甲賀市教育委員会臨時会を開会いたし 

ます。まず始めに甲賀市市民憲章の唱和を行います。皆様ご起立くだ 

さい。 

 （一同 市民憲章唱和） 

管理担当次長 ありがとうございました。ご着席ください。それでは、山下教育長 

からご挨拶を賜り、引き続きまして議事の進行をお願いいたします。 

教育長    皆さんおはようございます。本日は急に予定を変更させていただき 

早朝より臨時会を開催させていただきましたところ、ご出席いただき 

まして誠にありがとうございます。 

       現在市議会の開会中でありまして、本日もこの後１０時より議会が 

開催されますので、限られた時間ではありますがよろしくお願いしま 
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す。  

すでにご存じいただいておりますように、新型コロナウイルスの感 

染拡大防止のために、国の要請を受け甲賀市では３月２日より３月２ 

４日まで市内小中学校を臨時休業とし、また、学童保育を閉所するこ 

とといたしました。しかし、保護者がすべて仕事を休めるわけでもな 

く、また低学年の子どもや特別支援を要する子どもを一人家庭に残す 

ことの危険性を回避するために、教育委員会としては小学校の児童を 

対象に、どうしてもという事情のあるご家庭に対しては、学校と相談 

の上で児童を学校で預かることといたしました。 

何よりも今考えるべきことは子どもたちの健康や安全であります。 

多くの子どもを一堂に集めることは感染を防ぐためには避けるべきこ 

とでありますし、子どもが置き去りにされることも避けるべきことで 

あります。この両面から判断し、今回の措置を行っております。昨日 

は市内すべての小学校合わせて９１名を学校で預かりました。この対 

応につきましてはこの後、資料を基にご説明をさせていただきます。 

これからも預かり数は増加していくものと見込んでおりますが、市内 

の小学校の児童は総数４９００名あまり在籍している中の９１名とい 

う預かり数は、非常に多くのご家庭で今の状況をご理解いただき、無 

理をされながらもご対応いただいているということであり深く感謝す 

るところです。 

学校では子どもの様子を把握し、励ますために家庭訪問を行ってお 

ります。その中で、健康状態や家庭での見守り状況を把握し、必要な 

場合は学校での預かりも含めて保護者への対応や福祉や健康などの部 

局へつなぐこととしています。 

この状況が一日も早く収束することを願うばかりです。 

本日の臨時会では主に教職員人事にかかる案件をご審議いただきた 

く思っております。どうぞよろしくお願い申し上げ、開会の挨拶とさ 

せていただきます。 

教育長    それでは、早速、議事に入らせていただきます。 

はじめに１．協議事項（１）議案第１０号令和２年度甲賀市立学校 
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管理教職員人事の内申について、人事に関することでありますことか 

ら、非公開とすることといたします。 

       それでは、非公開による審議に入りますので、教育委員、関係職員 

以外は、一旦ご退席をお願いします。 

       （関係者以外退出） 

≪非公開≫ 

       （非公開の議事終了・退席者入室） 

教育長    では、会議を再開します。 

先程の、（１）議案第１０号令和２年度甲賀市立学校管理教職員人 

事の内申については、原案どおり可決しましたことを報告いたします。 

教育長    それでは、（２）議案第１１号臨時代理につき承認を求めることに 

ついて（臨時代理第４号大原学区幼保・小中学校再編検討協議会委員 

の解嘱について）、並びに（３）臨時代理につき承認を求めることに 

ついて（臨時代理第５号大原学区幼保・小中学校再編検討協議会委員 

の委嘱について）は関連がございますので、一括して説明を求めます。 

管理担当次長 議案第１１号臨時代理につき承認を求めることについて（臨時代理 

第４号大原学区幼保・小中学校再編検討協議会委員の解嘱について） 

並びに議案第１２号臨時代理につき承認を求めることについて（臨時 

代理第５号大原学区幼保・小中学校再編検討協議会委員の委嘱につい 

て）は関連がございますので、一括してその提案理由を申し上げます。 

大原学区幼保・小中学校再編検討協議会委員は、大原学区幼保・小中 

学校再編検討協議会設置要綱第３条第２項の規定に基づき、市教育委 

員会が委嘱することとなっております。 

議案第１１号については、委員からの辞職の申出により令和２年２ 

月１２日付けで１名を解嘱するものです。また、議案第１２号につい 

ては同要綱第４条第２項の規定により、委員が欠けた場合は補欠の委 

員を委嘱することが出来ることとなっており、関係団体からの推薦を 

受け、令和２年２月１３日付けで別紙記載の１名を委嘱したことから、 

甲賀市教育委員会教育長に対する事務委任等規則第４条の規定により 

これを報告し、承認を求めるものです。 
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なお、委員の任期は、同要綱第４条第１項の規定により、第２条の 

協議を終えるまでとなっております。 

以上、議案第１１号臨時代理につき承認を求めることについて（臨 

時代理第４号大原学区幼保・小中学校再編検討協議会委員の解嘱につ 

いて）並びに議案第１２号臨時代理につき承認を求めることについて 

（臨時代理第５号大原学区幼保・小中学校再編検討協議会委員の委嘱 

について）の提案説明とさせていただきます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

教育長    ただ今は（２）議案第１１号臨時代理につき承認を求めることにつ 

いて（臨時代理第４号大原学区幼保・小中学校再編検討協議会委員の 

解嘱について）、並びに（３）議案第１２号臨時代理につき承認を求 

めることについて（臨時代理第５号大原学区幼保・小中学校再編検討 

協議会委員の委嘱について）、説明を受けました。何かご質問、ご異 

議等ございますでしょうか。 

 （全委員 質問、異議なし） 

教育長    それではご異議なしということで、ただ今の議案第１１号臨時代理 

につき承認を求めることについて（臨時代理第４号大原学区幼保・小 

中学校再編検討協議会委員の解嘱について）、並びに議案第１２号臨 

時代理につき承認を求めることについて（臨時代理第５号大原学区幼 

保・小中学校再編検討協議会委員の委嘱について）は、原案どおり承 

認することといたします。 

教育長    続きまして、２、その他、連絡事項に移ります。 

       （１）新型コロナウイルス感染症への対応について、説明を求めま 

す。 

教育部長   教育長からの冒頭の挨拶にもありましたが、改めて、新型コロナウ 

イルス感染症への対応についてご報告いたします。 

まず、新型コロナウイルス感染症にかかる小中学校の対応について 

であります。 

先に全国一斉の臨時休業を要請する方針が内閣総理大臣から示され 

たことは委員の皆様もご承知おきのことと存じますが、それを受け、 
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令和２年２月２８日には、令和２年３月２日から春季休業の開始日ま 

での間、学校保健安全法第２０条に基づき、小中学校を臨時休業する 

よう文部科学省事務次官通知があったところであります。 

要請を受け、本市でも同法第２０条により感染症の予防上、必要で 

あると判断し、同法に基づき、令和２年３月２日から春季休業の開始 

日までの間の臨時休業を決定いたしました。２月２８日開催の本市の 

第２回新型コロナウイルス感染症対策本部会議において報告したとこ 

ろでありますが、委員の皆様へのご報告については、本日の臨時会と 

なりました。本来ですと、早急にお集まりいただくところではありま 

すが、電話等により一報をお伝えさせていただきながらの対応となり 

ましたことに格段のご理解とご了承をお願い申し上げます。 

なお、休業以降につきましても、様々な事情から、どうしても各ご 

家庭で児童の見守りが困難である場合については、各小学校にご相談 

をいただいた上で、学校での見守りを行っております。その児童数に 

ついては、３月２日（月）は１０名、３日（火）は３８名、４日（水 

）は７２名、５日（木）は９１名で学校への相談が徐々に増えてきて 

おります。保護者への通知は、まず、保育に欠けるという観点から放 

課後児童クラブに行かれている保護者に対して配付いたしました。通 

知が一斉でなかったことで情報の公平性からご指摘もあろうかと思い 

ますが、預かり児童が徐々に増えた理由は、通知を見ていただく時間 

のずれと考えており、今後も増えることが見込まれます。 

 続きまして、次の資料につきましては、３月２日行われました議会 

全員協議会に提出いたしましたものと同様のものになります。文部科 

学省から学校の休業を、厚生労働省からは児童クラブ、保育園の開所 

の要請がありましたが、甲賀市としては、子どもたちの健康、安全を 

第一に考え、人が集団で同じ場所にとどまることを避けることで、コ 

ロナウイルス感染症の拡大防止につながると判断し、放課後児童クラ 

ブにおいても３月２日から３月２４日までの間、すべて休所といたし 

ました。繰り返しになりますが、放課後児童クラブは場所が狭いので、  

子どもたちの密集を避け健康を守ることを第一に考えてのことです。  
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また、市内幼稚園及び保育園においては、給食提供も含め従来通り 

開園いたしますが、可能な限りご家庭での保育にご協力いただくよう 

お願いしています。昨日時点で７０％の登園率となっております。次 

に、小中学校の卒業式並びに市内幼稚園・保育園の卒園式については、 

規模を縮小して実施する方向で検討を進めております。卒業生と保護 

者、教員のみでの開催が決定しております。小学校の休業、通園を控 

えていただいた児童等の保護者の方において、職場に出勤いただけな 

いことへの影響対策として、給付金などの準備を進めております。た 

だし、支給には条件や制限等がございます。 

続きまして、次の資料は、市民の皆様への市長メッセージです。ホ 

ームページで公開しております。４番ですが、「特別な事情があるご 

家庭の方は、学校で預かりが出来る場合がありますので、まずは学校 

へご相談ください」と市長のメッセージからもお伝えしております。 

続きまして、保護者への対応としましては、各小中学校の校長の連 

名で、市内小中学校臨時休業のお知らせを配付しております。次は、 

市長名で、小学校の保護者の皆様へ「子どもの健康と安全確保を最優 

先に考え、この度の対応を決定致しました」と目的を書かせていただ 

きご理解ご協力をお願いしたもので、特別の給付金の準備を進めてい 

ることも明記しております。 

続きまして、幼稚園、保育園の保護者あてに市長名で保育園幼稚園 

課運営について配付したものです。次は、放課後児童クラブを利用さ 

れている保護者あてに、その対応について子育て政策課が配付したも 

のです。「特別な事業があるご家庭の方は、学校でお預かり出来る場 

合があります」としておりますが、学校で放課後児童クラブを開催し 

ているわけではありません。学校の課外授業としており、放課後児童 

クラブのスタッフに支援をしていただいています。 

現在では、様々な事情のお子様をお預かりしておりますが、学校で 

預かる基準を明確にするため、教育長名で市内小学校長あてに通知を 

いたしました。内容につきましては、４つの条件をすべて満たす場合 

を対象としております。１点目は、小学生の児童で、２点目は、保護 
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者等が勤務等によりやむを得ず保育が出来ない場合、３点目は、祖父 

母等の支援が受けられない場合、４点目は、保護者が責任を持って送 

迎出来ること、この４点が満たされる場合としております。特別支援 

学級児童、学童保育対象児童、その他相談のあった児童で学校におい 

て見させてもらう必要があると判断した児童を対象としております。 

職員の配置体制については、交代制で見守り体制を構築し、勤務時間 

はスライド勤務としています。また、家庭訪問や電話等で児童生徒の 

健康観察を行うよう依頼しております。特に虐待、ネグレクト等や不 

登校等児童生徒については、学習状況、心の悩み、食事の摂取等様子 

を聞き取り、記録に残します。そしてこのような状況があった場合は 

健康福祉部、子育て政策課、家庭児童相談室と直ちに連携し、継続的 

な訪問をすることとしております。また、家庭訪問等で食事が摂れて 

いない児童生徒に気づいた場合に、学校の先生がパンや弁当など食べ 

物を概ね８００円程度で購入し提供することが出来る体制をとってい 

ます。食品購入にはアレルギーに注意することとしております。 

休業中の子どものストレス対応については、ストレスを感じたら学 

校に相談してほしい旨の文書を市長名、教育長名で発出をしておりま 

す。場合によっては、学校での一時預かりをし、支援をしていける体 

制を整えています。市長部局と教育委員会部局の連携についてはイン 

フルエンザ対策で体制を整えておりましたので迅速に対応出来たと思 

っています。 

また、近々、県の家庭学習支援や文部科学省の「子供の学びの応援 

サイト」がホームページに掲載されると聞いています。 

外国籍児童への支援については、行き届いていないのが現状ですが、 

現在、国際交流協会と連携をとらせていただきながら、政策推進課に 

相談電話の設置を進めています。専用電話として相談員を置きます。 

対象の児童生徒には、電話が設置出来た時点で、内容の書いたチラシ 

を家庭訪問の機会にお届けしたいと考えております。 

もし、県内に感染者が増えても今の対応は変わらないと思います。 

しかし、市内感染者が出た場合は、今と違う対応に変わっていくかも 
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しれませんが、その都度冷静に対応したいと考えております。 

教育長    大津市は、市内発生がありましたが保育園、幼稚園は閉園しないと 

      の判断でした。市内発生の時は人数、どこで発生したか等で対応が変 

わっていくかもしれません。状況に応じて冷静な判断をしていきたい 

と思います。また、現時点で食事の支援が必要なご家庭については、 

こちらでも把握はしておりまして、福祉部門が対応しています。週１ 

回食事を提供していた「学んでいコウカ」も再開になりましたし、学 

校で把握しているご家庭については、福祉部門と連携をとりながら対 

応していきたいと思います。  

教育長    （１）新型コロナウイルス感染症への対応について、説明を受けま 

した。ご質問等ございますでしょうか。 

野口委員   細かい報告をありがとうございました。市と教育委員会がともに対 

応していただいていることがよく分かりました。こうか外国人相談セ 

ンターが立ち上がりました。国際交流協会としては、フェイスブック 

に掲載しました。また、翻訳、通訳をしようという人たちが集まって 

何かの時には対応出来る体制を整えています。 

また、地域のリーダーさん達も情報収集しながらいろいろなことを 

しておられます。例えば、岩室では、子どもの自主学習支援をされて 

います。大原自治振興会では、対策本部の情報が届いていない方に、 

民生委員さんがくまなく家を訪問して情報提供されています。また、 

ある学校では、卒業式を華やかにしたいという校長先生の意気込みを 

伺いました。みんながそれぞれの立場でいろいろと考えて動いておら 

れます。 

今、市長、教育長名でいろいろ文書を出されていることが分かりま 

した。学校は、課外授業という位置づけということ、児童クラブのス 

タッフも協力していただいていることも分かりましたが、現場の教員 

まで届いているか心配です。教員は６時３０分まで残っていただいて 

おりますが、労働時間等についてはどうなっているのか気になります。 

テレビでは収束が見えませんが、甲賀市ではどうですか。見通しはあ 

りますか。長い人生でこういう時もあるとは思いますが、教育の機会 
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が奪われている状況なので心配です。 

教育長    見通しは、正直ありません。教育は積み上げですので、新学期、新 

      たにスタートではなく、積み残した分は学習した上で次に進まなくて 

はなりません。けれども、休みなく休業中の分を全部、一気にするこ 

とも出来ません。今、出来ることは細かに情報発信することと考えて 

います。一番良い方法でつなげられたらとは思っています。 

また、教員の勤務については、今は緊急事態ですので、スライド勤 

務をお願いしています。例えば、６時３０分までの勤務なら１０時に 

出勤していただくというようにスライド勤務にすることで教員に荷重 

とならないように配慮しています。ただ、今まで学校で６時３０分ま 

で子どもを預かることはありませんでしたから、これは災害級の対応 

と思っています。しかしながら、学校では春休みには、年間指導計画 

作成など新年度に向けての業務に膨大な時間がかかるので春休みには 

他課との連携をお願いする必要があると思っています。 

教育部長   現在、保護者向けに、教育委員会、健康福祉部、子ども政策部、危 

      機管理課でＱ＆Ａを作成しホームページに掲載していこうと考えてお 

      ります。もう一点は、災害という視点で、教育委員会、子ども政策部、 

健康福祉部、危機管理課は、家庭でどんなことが起こるか分かりませ 

んので、土日も出勤をしています。併せて、学校では管理職１名が待 

機をしています。教育委員会では２２日までこの体制を継続いたしま 

す。 

教育長    続きまして、（２）令和２年度組織・機構の改編について、説明を 

      求めます。 

管理担当次長 （２）令和２年度組織・機構の改編について、説明申し上げます。 

      本年度の４課、２室、２所、１３係と変わりはございませんが、社会 

教育スポーツ課の課内室として本年度から新設されました「国体・全 

国障害者スポーツ大会推進室」の室名を、次年度から「国スポ・障ス 

ポ推進室」に名称変更を行うことといたしました。 

       これにつきましては、平成３０年６月に開催されました公益財団法 

人日本スポーツ協会国民体育大会委員会において、これまでの「国民 
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体育大会」という大会名称が、「国民スポーツ大会」に改められ、２ 

０２３年開催の第７８回大会から適用することが決定されたことに伴 

い、今回、名称変更を行うものであります。 

       なお、滋賀県においては、平成３１年４月からすでに「国スポ・障 

スポ大会課」に改名をされております。 

以上、令和２年度における教育委員会事務局の組織・機構の改編に 

ついての説明とさせていただきます。 

教育長    ただ今、（２）令和２年度組織・機構の改編について説明を受けま 

した。ご質問等ございますでしょうか。 

 （全委員 質問等なし） 

教育長    続きまして、（３）甲賀市西部学校給食センター開所式について説 

明をお願いいたします。 

教育総務課長 （３）甲賀市西部学校給食センター開所式について、連絡させてい 

ただきます。先日、招待状をお渡しさせていただいておりましたが、 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止させていただくことと 

なりました。令和２年３月３０日（月）はご予定をいただいていたこ 

とと存じますが、よろしくお願いいたします。また、４月以降には、 

見学会や試食会を予定しております。その際には、よろしくお願いた 

いします。 

教育長    上程された案件は全て終了しましたが、この際何か連絡事項等ござ 

いますでしょうか。 

教育長    それでは、これをもちまして、第４回甲賀市教育委員会臨時会を閉 

じさせていただきます。 

 

〔閉会 午前９時４５分〕 

 


